
厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

小川敏夫氏（立憲）

問想定1 法科大学院を作り過ぎたことについて、率

直に反省しているか。

(答）

1 ． 5月23日の参議院・文教科学委員会において、大臣

がお答えした通り、法科大学院制度創設時においては、

非常に多くの大学垣、いわば「ブーム」に乗るようにし
て、法科大学院の設置に手を上げゑこととなりました。
そして､…1としても、事前規制から事後チェック
へ、という規制緩和の流狸の中で、基準を満たした法科大
学院については一律に広く参入を認め、教育の質の確保は

競争による自然淘汰に委ねるという姿勢を取った結果、教

（

育力に課題を有する法科大学院を含め､過大な定員規模と
なりました。

2法科大学院を中核とする法曹養成制度が当初の見込みと
は異なる状況を生み出したことについて、率直に反省し、

正面から認めたいと思いま丈。その上で、こうした課題を

（

解消するために､プロセスとしての法曹養成制度は引き続

_き重要であるとの認識のもと、法科大学院教育の改善・充

実に取り組んでまいります。

【担当課長】高鞠弱専門鮪課長小幡秘《内線)■値通)■■■■(携篇)■■■■
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(参考1）令和元年5月23日参・文教科学委員会テープ起こし（抜粋）

○柴山大臣全く議員のご指摘のとおりです。

私も法科大学院の制度創設時に当たって、バブル、ブームの様になっていたと当時

1議員として懸念しておりました｡当時はまだ法曹に対する非常に大きな期待があっ

た、また法科大学院という新たな制度が創設された事もあって、多くの大学が言わば

ブームに乗るような形で法科大学院の設置に手を挙げたわけです。政府の側として

も、事前規制から事後チェックヘという規制緩和の流れで、基準を満たした法科大学

院については、私は本当に問題だと思いますが、一律に広く参入を認めて、教育の質

の確保は、競争による自然淘汰に委ねるという姿勢をとり続けてきたわけでありま

す。その結果、教育力に課題を有する法科大学院も含めて、過大な規模となってしま

ったわけです。

率直に反省し、当時の見込みと異なる状況を生み出してしまったことは、正面から

反省して認めたﾚｰﾕと思っております。
（

(参考2）平成14年1 1月16日衆・法務委員会・文部科学委員会連合審査

議事録（抜粋）

○木島日出夫委員法科大学院の定員の数、どのくらい制度設計しようと考えているの

かを文科大臣から。これは非常に大事な基本問題です。数の問題じやないんです。基
一

本問題ですから、御答弁願います。

におきましては、今委員御指摘のように、法

ち、相当程度ということで、七、八割の者が

○遠山大臣

科大学院ではその課程を修了した者のうち、相当程度ということで、七、八割の者が

新司法試験に合格できるように充実した教育を行うべしとございます。それで、迭赴

ところでございます。

一方で、法科大学院につきましては、それぞれの大学の独自性なりあるいは発想と

いうものを大事にしていこう、これは大学行政の基本でございますが、それを基本と

してそれぞれの大学で今構想されているところでございます。
（

文部科学省がトータルどれぐらいにすべしというようなことを明したがいまして、

にして、そしてそれぞれの大学にその数を実現するようにというような方向という

のは、私はこれは文部科学行政としてはとるべきでないと思いますし、そこのところ

はむしるきちんとコントロール、 自己規制をしていくべきものだと思っております。

総量規制そのものを文部科学省として行うというのは、これは法曹人口の量的拡大の

ボトルネックとなるというふうに考えているわけでございます。
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厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

小川敏夫氏（立憲）
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(答）

1 ． ご指摘の通り、司法制度改革審議会意見書において、

「法科大学院の設置については、適正な教育水準の確保

を条件として、関係者の自発的創意を基本にしつつ、全

国的な適正配置となるよう配慮すること」 とされている

1年度に募集

弛域によって

中、最大フ4校であった設置数は、平成3

継続しているのは36校と激減しており、
（ は､ 法科大学院がないような状況も生じております。

2改正案において、法学部3年と法科大学院2年のコー

｢Sプラス2ス（いわゆる の制度化により、 法科大

も、法

）

学院を設置していない地方大学の法学部であっても、

科大学院との連携が可能となり、地方の法曹人材の確保

に資すると考えています。
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e.現に今回の制度化を見据え、法科大学院を設置してい

ない地方大学においても、法学部に法曹コースを設置す

る検討が進められてお

①法曹コースの設置に
ドラインの策定や、

②地方大学の学生が法

り、文部科学省としては、

おける留意点などをまとめたガイ

蕾を目指せるルートを確保するた

法科大学院入学者選抜に ｢地方専願枠」の設定をめ、法

認める と
一
」

等を検討しており、地方大学と法科大学院の法曹養成連

携協定の締結を奨励してまいります。 ’

《〃

4．また、金沢大学法科大学院が、千葉大学法科大学院と

オンラインで結んでプログラムの強化を図るなど、合格

率が低い地方の法科大学院が、他の法科大学院からの遠

隔教育プログラムを充実することも､教育の改善。充実

の工夫の一つであると考えます。

5文部科学省としては、今回の法改正と併せ、メリハリ

ある予算配分等を通じて、幅広い地域で法曹人材が輩出
b一一一■■ー

、創意工夫ある取組を支援したいと考えておされるよう
《 法科大学院制度倉I設の趣旨をり、法科大

まいります

実現できるよう努めて

0

Ｉ
」
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(参考1）司法制度改革審議会意見書（平成13年6月12日司法制度改革審議会） （抄）

II1 司法制度を支える法曹の在り方

第2法曹養成制度の改革

2． 法科大学院

ウ制度設計の基本的考え方

法科大学院の制度設計に当たっては、前記のような教育理念の実現を図るとともに、以

下の点を基本とする。

・法科大学院の設置については、適正な教育水準の確保を条件として、関係者の自発的

創意を基本にしつつ、全国的な適正配置となるよう配慮すること

(以下略）

(参考2）法科大学院地域配置の状況（平成17年度→平成31年度）

四国地方 1校（香川）→o枝

日本海側3校（新潟､金沢、島根）→1校（金沢）

北海道地方2校（北海道、北海学園）→1校（北海道）

東北地方2校（東北、東北学院）→1校（東北） など

Ｆ

Ｈ
Ｌ

(参考3） 「法曹コース」の制度化を見据えた大学間協定（法科大学院一他大学法学部）の例

平成30年12月21日東北大学法科大学院。新潟大学法学部※

平成31年01月24日 中央大学法科大学院・信州大学経法学部※

平成31年01月25日 神戸大学法科大学院。鹿児島大学法文学部※

平成31年01月25日 中央大学法科大学院＝鹿児島大学法文学部※

平成31年01月28日 神戸大学法科大学院。新潟大学法学部※

平成31年01月29日 中央大学法科大学院・新潟大学法学部※

平成31年02月01日神戸大学法科大学院・熊本大学法学部※

平成31年02月01日九州大学法科大学院・熊本大学法学部※

平成31年02月01日早稲田大学法科大学院･熊本大学法学部※

平成31年02月01日 中央大学法科大学院・熊本大学法学部※

平成31年02月04日慶應義塾大学法科大学院・新潟大学法学部※

平成31年02月06日早稲田大学法科大学院・新潟大学法学部※

平成31年02月28日早稲田大学法科大学院・明治学院大学法学部

平成31年03月04日早稲田大学法科大学院・信幽大学経法学部※

令和元年05月13日 中央大学法科大学院。西南学院大学法学部

《

2t_1一旦 （※うち協定先が地方大学13大学）

(参考4） オンラインを活用した地方大学の教育充実の取組例

"筑波大学

インによ

･筑波大学

沢大学に

と甲南大学が単位互換制度を利用し、自大学のみでは開講できない科目をオンラ

リ提供

と金沢大学が単位互換制度を利用し、筑波大学が夜間・土日に開講する科目を金

オンラインで提供（金沢大学の夜間・土日開講を実現）

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■、 （直通） |、 （携帯) ’
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厨天固
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

小川敏夫氏（立憲）

（答）

1 ．今回の改正案では、法科大学院を中核とするプロセスと

った。今回の改革も生き残で

せるための小手先のものでホ

設の趣旨に則った教育の充昌

と考えるが．大臣の貝躍如丁為も0

（

しての法曹養成を行うという制度創設の趣旨を堅持しつ

る

、
①
②

つ

法科大学院教育の充号

3プラス2の制度化と在学中受験資格の導入によ

と併せて、

③再び過大な淀

定員管理による

再び過大な定員規模とならないよう、法科大学院の
／
‐
叉 .1日し叩午0】信

を図ることとしております。

2このことにより、法曹を志望する学生が、より安心して

法科大学院へ進学し、質の高いプロセス教育を受けられる

ようにすることを目指すものであり、渉科大学院の延命の
ためというご指摘に当たらないと考えます。

【担当淵高轍育賄門鮪識小幡瓢(内線)■値通)■■■(携帯)■■■■■

1

□
■
■
一
■
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(参考）平成31年4月24日 （水） 衆・文部科学委員会議事速報（未定稿・抜粋）

○城井委員 （略）今回の政府案、先日の参考人質疑でも、それぞれの参考人から受け止

めも伺いました。例えば、伊藤参考人からは、法科大学院の生き残りのため学生を取り

戻そうとしている、まあ、あの方は塾の方なので、予備校関係者だとそうは言うかなと

いうふうには思うところもありますけれども、学生を法科大学院に取り戻そうとしてい

るというのが目的の本音ではないかという御指摘もありました。

（略） こうした本法案の狙いに対して厳しい声が立場が違うところからも上がってい

るというところを踏まえて、大臣の見解を聞かせていただきたいと思います。

○柴山大臣法科大学院の生き残り策ではないかという御指摘に関しては、壬もそも誰の

ための法改正なのかということが極めて重要だと思っております。

確かに、御指摘のとおり、今回の改革によって、法科大学院の学生がより安んじて法

（ 科大学院を選びやすくなるということは事実だと思いますけれども、それは何も法科大

学院とか文部科学省の延命策や既得権の維持のためにやっているわけではなくて、それ

をすることによって、受験偏重と言われるような教育、それから点の教育じやなくて、

あるべきプロセス教育、 しかも質の高いプロセス教育を法科大学院で受けていただく方

が、学生ひいては我々日本にとってのプラスになるという目的で t革をしているという

ことは、ぜひ御理解をいただきたいというように思います。

だからこと、今回、時間的負担、経済的負担の軽減、それから、法科大学院教育その

ものも、きちんとカリキュラムも含めて充実をさせていく。それから、やはり過去の読

、法科大学院の定員管理による予測可能性の高い法曹養成腱り］厘さr良し、』

制度の実現ということも可能にさせていただいたということでございます。

(＝
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厨天国
令和元年6月18日 （火）参・文教科学委員会

小川敏夫氏（立憲）

『
（答）

1 ．現行の学校教育法第102条第2項における「大学院

を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得した」と

は、飛び入学の可否を判断する側の大学院が定めた学部

の段階の科目について、優秀な成績で単位を修得したと

（

において、飛び入学が認められる大学院側が認める場合

というものであります。

(参考） 「大学院を置く大学」と規定しているのは、大学院は大学の－要素としての位置

づけであるためであり、大学院を置く大学に在籍する学部生のみ飛び入学の対象となる

ことを意味するものではない。
（

2したがって、大学院のない大学の学部の学生であって

も、大学院が認めれば、この規定の適用対象となりま

す。

1



今回の改正案においては、 号1M

者認定試験の結果も飛び入学の判断に加えることを可能

L_L、例えば法曹養成基礎課程（法曹コース）を設置せ
ず、法科大学院との連携がない地方の学部においても、

本人が希望し法科大学院側が認めれば、学部の成績と既

修者認定試験の結果を判断材料に、飛び入学が認められ

ることになり、飛び入学の促進につながると考えていま

す。

（
(参考1）早期卒業と飛び入学の違い、法曹コースとの関係

（

2

早期卒業 飛び入学

判断梅者 学部 大学院

判断材料 学部の成績が優秀 学部の成績が優秀

＋既修者認定試験（※改正後）

学部卒業の

可否

卒業 未卒業（中退）

法曹コース 法曹コース在籍者は、早期

卒業を前提

法曹コース外の学生が、飛び入学を希望

する際に、既修者認定試験も考慮材料に

入れてもらうことが可能



（参考2）学校教育法（抄）

第89条（早期卒業）

大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生(第八十七条第二項に規

定する課程に在学するものを除く。 ）で当該大学に三年(同条第一項ただし書の規定により

修業年限を四年を超えるものとする学部の学生にあっては、三年以上で文部科学大臣の定

める期間)以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。 ）

が、卒業の要件として当該大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、

同項の規定にかかわらず、その卒業を認めることができる。

第102条（飛び入学）※下線が改正部分

1 （略）

2前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところに

より、第八十三条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者

として文部科学大臣が定める者を含む。 ）であって、当該大学院を置く大学の定める単

（

位を優秀な成績で修得したと認めるもの (当該単位の修得の状況及びこれに準ずるも

のとして文部科学大臣が定めるものに基づき、これと同等以上の能力及び資質を有す

ると認めるものを含む。 ）を、当該大学院に入学させることができる。

【挫淵高鋤韻専門鮪課長JI､幡鯏(内線)■値通) |■■■(淵■■■■(＝
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厨天国
令和元年6月18日 （火）参・文教科学委員会

小川敏夫氏（立憲）

問想定5在学中受験資格を導入した場合、法科大学院

のカリキュラムが過密になるのではないか。

(答）

1 ． 司法試験を法科大学院在学中受験資格により受験しよ
うとする者は、法科大学院の最終年次における受験の前

／
Ｉ
、 までに、司法試験で課される法律基本科目や選択科目な

ど、法務省令で定める科目について一定の単位を修得す

る必要があります。

2このため、各法科大学院においては、司法試験の在学

中受験に対応するため、

・司法試験の前までに、司法試験で問われる科目 （法律

基本科目や選択科目に相当する科目）を

･亜誕塗里僅に、より実務に即し自身の関心に沿った
内容の科目 （展開先端科目）を

（ 配当するよう、カリキュラムの見直しが行われるものと

考えており、こうしたカリキュラムはプロセスとしての

法曹養成制度の中核である法科大学院における教育の充

実にも資すると認識しております。

震が認められれば、 法科大学院を含む関係者の御改正3

理解を得ながら、在学中受験に対応した法科大学院の力
■■■■■■■

リキュラムの在り方等について、学生にとって過度の負

担をかけないことにも留意しつつ、m央教育審議会法科
してまい

ります。

瓢(内繍■値通)■■■､ (携帯)■■■|■■

1

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡

日
■－

、

自牝＝ ＝
円 寮

ー－

両ソし寸・



厨天国
令和元年6月1SB(火）参・文教科学委員会

小川敏夫氏（立憲）

問想定6在学中受験の導入後、司法試験後から卒業ま

での期間に勉強しないのではないか。

(答）

1 ．司法試験の在学中受験資格の導入後においても、法科大

学院がプロセスとしての法曹養成制度の中核であること

に変更はありません。

したがって、法科大学院においては、 ､司法試験の受験後
を含め、在学期間である3年間又は2年間を通して、司法

(＝

試験で問われる学識・能力のみならず、実務の基礎的素養

や弁論能力等もしっかりと酒養することが重要であると

認識しています。

2在学中受験資格の導入後の法科大学院におけるカリキュ

ラムの在り方については､法案が成立した後 教育

会において具体の検討を進めていくこととしていますが、

各法科大学院においては、司法試験の後に、法律事務所に(＝

おけるエクスターンシップや特に先端的な法領域に関す

る科目など、より実務に即し自身の関心に沿った内容の科

目を充実させるような工夫が行われるものと考えていま

す。

3．また、こうした科目の学修がしっかりと行われることを

制度的に担保するため、在学中受験資格により司法試験を

受験し合格した者については、司法試験の合格に加えて法

牛
■■■■
としております。7】ｲ膠

灰貢勗~引
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4．文部科学省としては、中央教育審議会におけるカリキュ

ラムの検討に当たり、司法試験の後の教育内容を魅力ある

ものにする観点からも御議論いただくとともに、メリハリ

ある予算配分を通じて各法科大学院における創意工夫を

支援することによ り、将来を屍 舌えた学修に打ち込む茨

した期間としてまいりたいと考えております。

【担資課長】高等教育局専門鮪課長小幡秘(肉鋤■値通)■|■■■､ (携帯)1■■■■（

（
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厨天国
令和元年6月18日 （火）参・文教科学委員会

小川敏夫氏（立憲）

問想定7 3プラス2を標準的な運用とするということ

は問題ではないか。

(答）

1 ．学部の早期卒業を前提とした3プラス2の標準的な運

里は、法曹を志望する学生にとって、法曹資格取得まで
（ の

ることに対応するものです。

23プラス2の導入は、プロセスとしての法曹養成制度
里埋重重堅登し、試験科目だけでなく宗務能力や多様な
法分野の学修を行うことと同時に、法科大学院と法学部

との連携。接続による学生の時間的・経済的負担の軽減

を図るものであり、学部在学中から法曹を目指す若者の

ニーズに応えるものであると認識しております。

（
(参考）参・文教科学委員会参考人質疑議事録（令和元年五月二十三日） （抄）

小川委員：三年間学部で法曹を目指して勉強してきた、かなり法律知識に偏った勉強

をしていると思うんです。それからロースクールに来て、一年間勉強したところで

もうすぐ受験に入るというと、やはりロースクールが理念としていた幅広い豊かな

人間性を養うための勉学に触れる機会というものが､ないとは言わないけど非常に

少ないままの状態で試験に臨んでしまう、むしろ試験に集中してしまうんじやない

かと私は危倶しておるんですが、いかがでございましようか。

【挫課長】高鞠鯛専門鮪繰長小幡秘(内線)■値通)■■■■､ (携

1

Ｆ
■
■
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更問1 3プラス2を奨励することは、法科大学院入学

者の多様性確保と矛盾するのではないか。

(答）

1 . 3プラス2の奨励は、決して、多様な人材を法曹とし

て養成するという基本理念を変更することを意味するも

のではありません。

2連携法曹基礎課程（法曹コース）から法科大学院への

接続を確保するため、法曹コース修了予定者を対象とす

る選抜枠の設定を認める一方で、法曹コース以外の学生

（

や未修者・社会人の枠も確保する必要があることから、

当該選抜枠は各法科大学院の入学定員の2分の1を上限

とすることとしております。

これにより、法学未修者や法曹コース以外出身の法学

部生に対する法科大学院への進学機会をしっかりと確保

することとしています。

3． また、今回の改正案においては、未修者や社会人に対

する入学者選抜の配慮について規定しているほか、法改
（
正と併せた改革として、未修者教育、社会人教育への支

援を含むメリハリある予算配分を継続することとしてお

り、これらの取組を通じて法科大学院における多様性の

理 県

雁ログ

◎

秘(内繍■値通)■■■■. (携帯)■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡

2

。

函
■
■
■
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’’

試験の在学中受司法 験は､例外的な運用とする更問2

のか。

(答）

1 ．今回の改正案においては、司法試験の受験資格について

は、あくまで現行の法科大学院修了資格を維持した上で、
■－ －－－

それに付け加える形で、法科大学院在学中の者であって

も、所定の要件を満たした者について、受験を認めること

としております。

したがって、在学中受験資格は、法律上の位置付けは例

外的なものとなっております。

に

2また、今回の改正案は、法曹を志望する学生にとって、

法曹資格取得までの時間的。経済的負担の軽減が大きな二

－ズになっていることに対応し、
－

｡3プラス2のルートを標準的な運用とするとともに、

･在学中受験資格を学生にとってのオプションとして追加

し、希望する学生が、これを活用することを可能とする

こととしております。
ｒ
■

のため、在学中受験資格については、運用として例外S.そ

的にするということではなく、学生が、自らの判断に基づ

き活用するものであると認識しております。

【担豐調高等鮪開徽青謙小幡泰弘(内線)■値通)■■■(淵■■■■

3



’

更問3仮に司法試験を夏に実施し、司法修習を翌年の

4月に開始するとすれば、在学中受験をしない者にと

ってギャップタームが長くなる。この問題を解消する

ため、司法修習の開始時期を、4月と現行の1 1月の

選択制とすべきではないか。

(答）

1 ．司法修習の開始時期の決定については、最高裁判所の

権限に属する事項でありますが、今後、最高裁判所にお

いて、司法試験の実施時期等を踏まえつつ、鋭意検討を《

進められるものと承知しております。

2文部科学省としては、法科大学院関係者をはじめ関係

者の御意見を伺いながら、適宜、最高裁判所における検

討に協力してまいりたいと思います。

（参考）参・法務委員会(令和元年五月三十日）議事録（抄）

○小川敏夫委員 （略）優秀な学生に早く法曹へ出すという、その仕組み自体は私は別に異論はあ

りませんよ。それによって優秀な人材が法曹に入ってくることは大歓迎であると。だから、その

人たちが早く法曹になれるなら、それは社会に活用してもらうから、それはいいんだと。だから、

《ゞ そういう仕組みをつくるのはいいんだけど、だけど、 何でそれ以外の人たち、恐らく司法試験合

格者のほとんどの人間が司法修習生になるのが五か月遅れて、法曹になるのが五か月遅れるとい

量_塾_そういう不利益を被るんだと を私は指摘したわけです。いう こと

最高裁にお尋ねしますも当然、今回のこの法律案につきましては、事前に法務省、文科省と

も最高裁、意見交換していると思うんですが、この司法修習の採用の在り方ですけれども、今現

在､法務大臣も先ほどおっしゃられたように、司法修習の開始は法科大学院の修了の時期に合わ

せて四月になるということが予定されておるんですけれども､最高裁もそういう予定でいるとい

うことでよろしいんでしょうか。

○最高裁判所・村田総務局長今回の制度改革後の司法修習の開始時期につきましては、その前

提となる新たな司法試験の合格発表時期や法科大学院の修工時期等を踏まえつつ､､今回の制度

改革の趣旨に照らして、法科大学院教育と司法修習との有機的連携の観点、あるいは司法修習

を終えた方が法曹有資格者として活動をできる限り早期かつ円滑に開始できるようにという点

に配慮しながら、今後適切に検討してまいりたいというふうに考えております。

【担当淵誇教育局専門教育課長小幡瓢(内線)■､値通) ’ I (携帯)■■■ ’

4



厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

小川敏夫氏（立憲）

F惠菫言~亭馬屋 芳巨西恵三房頁司
（答）

1 ．平成27年6月の政府の法曹養成制度改革推進会議決定

においては、予備試験の在り方について、 「平成30年度

までに行われる法科大学院の集中改革の進捗状況に合わ
（ 堂エ、法務省において、予備試験の本来の趣旨に沿った者
の受験を制約することなく、かつ、法曹養成制度の理念を

阻害することがないよう、必要な制度的措置を講ずること
を検討する」とされています．

2今後、壬備試験については、今回の法科大学院改革の実
施状況等を踏まえ、法務省において必要な検討が行われる

垈室迫里であると承知しておりますが､ぜひ､ ‘予備試験の
本来の制度趣旨を踏まえて議論していただきたいと考え

ており、文部科学省としても必要な協力をしてまいりたい
（ と思います。

【担当課長】高舗弱専門鮪識小幡泰識(内線)■値通)■■■､ (淵■■■■■

1



（参考）令和元年5月8日（水） 衆・文部科学委員会議事速報（未定稿・抜粋）

○笠委員 （略)予備試験というものが例外的であったにもかかわらず、実際には、二○一

一年にこの制度が開始されて、三年後の二○一四年にはもう予備試験受験者数が法科大

学院の志願者数を上回るというような状況になっているところにやはり一つの問題点が

あって、そういった受験者を、法科大学院を修了する、あるいは今回未修了でも受ける

ことはできるんだけれども、呼び戻していこうというところにどうも今回の改革の目的

があるんじやないかというふうに考えております。

そういった中で、これまでの答弁の中で、予備試験のあり方というものも今後検討し

ていくと。今回の改正の中で一部の試験科目がなくなったりと、ある意味では本当に一

部変更のみにとどまっているんですけれども、この予備試験のあり方というものを、こ

れを果たして継続をしていくのかどうか、その是非等々も含めて、本格的な検討をして

いくというようなお考えなのかどうかをお伺いをしたいと思います。

○柴山大臣委員御指摘のとおりでございます。

文部科学省としては、今回の法科大学院改革をしっかりと進めるということが最優先

ではありますけれども、予備試験については、その実施状況等を踏まえて、法務省にお

いて必要な検討が行われるべきものであると考えております。

なお、法務省において検討されるべきものであるというふうには承知をしております

（

けれども、今委員から御指摘をいただいた 試験の本来 ． ＝ ．‐

論していただきたじというように考えておりますし、我々文部科学省としても必要な協

力をしていきたいと考えております。

（

2



厨天国
令和元年6月18日 （火）参・文教科学委員会

山本太郎氏（民主）

(答）

1 ．法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制（

度は、平成16年度に導入され、 ピーク時(平成17年度

~19年度)の入学 であったが、直近
■■■■■■■■■■■

は5, 825人

の平成31年度の入学定員は2， 253人となっていま

す。

2法科大学院の数は､ピーク時(平成17年度～24年度）

はう4大学であったが、現在までに2フ大学が廃止し、

1 1大学が募集停止となっています。
（平成31年度以降も学生募集を継続する予定の法科大

学院は36校）
（

■値通) |■■､ (携帯)■■■■

匡商房~引

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）

1



更問1 法科大学院を作り過ぎた、との指摘に対する見

解を問われた場合

(答）

1 ．法科大学院制度創設時においては、非常に多くの大学

が、いわば「ブーム」に乗るようにして、法科大学院の

設置に手を上げることとなりました。

そして、政府の側としても、
1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

クヘ、という規制緩和の流れの中で、基準を満たした法
（
科大学院につい 広く参入を認め教育ては一律に の

という姿勢を取った

学院を含め、過大な結果、教育力に課題を有する法科大学院を含め、

定員規模となりました。

2率直に申し上げて、法科大学院を中核とする法曹養成

制度は、当初の見込みとは異なる状況を生み出したこと

は認めざる 得ません｡こ うした課題を解消するために、

プロセスとしての法曹養成制度は引き続き重要であると

の認識のもと、法科大学院教育の改善・充実に取り組ん

でまいります。
（

■､値通)■■■､ (携榊■■■■

庫商蕩~可1

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）

2
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更問2法科大学院志願者の減少の理由について問わ

れた場合

(答）

1 ．法科大学院志願者の激減を招いた原因としては、

①法科大学院修了者の司法試験合格率が、当初の制度

設計ではう～8割とされたものの、現実には2～3割

と低迷したこと

②平成30年度に実施した法学部学生に対するアンケ

ニ上遡宣鐘呈でも分かるように、法曹資格取得まで'二
時間的・経済的負担がかかることが、法曹を志望する

上での大きな不安や迷いの一つとされていること

（

などが挙げられると認識しています。

■(鯛■■■■(携帯)■■■■■【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘（内線）

／
、
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厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

山本太郎氏（民主）

ひゐu皐己p円い〃

菫の見解如何。

(答）

1 ．グローバル化の更なる進展やビジネスモデルの転換等が

行われる中で､多様なバックグラウンドを有する者が法律
に関係する分野でその知見を活かせるようなチャンスを

開くことは極めて重要です。

現に、法学部以外を卒業した者が、法科大学院を修了し

（

て司法試験に合格し､社会の様々な分野で活躍している例
も少なくなく、今後とも、法科大学院において、法学未修

者を含む多様な人材を法曹として養成するという基本理

念に変 目はありません。

※法科大学院修了資格で司法試験に合格した法学部以外の出身者

…平成18年～平成30年：3,935人（法科大学院修了資格による全合格者：22, 179人）（

2このため、今回の法改正においては、法科大学院入学者

里蚤撞進里壁医を一層促進するため、入学者選抜の時期。
方法等について、
■■■■■■■■■■■

を規定

することとしています。

灰買認引
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3． さらに、法改正と併せた改革として、

･未修者教育、社会人教育への支援を含むメリハリある予

算配分の継続
･各法科大学院が共通して客観的に進級判定に活用する

｢共通至ll達度確認試験 の本年度からの本格実施

ともに、引き続き、中央教育審といった取組を推進するとともに、引き続き、中央教育審

議会法科大学院等特別委員会等において、未修者教育の改

善方策について具体的に議論いただくなど、法曹となる者

の多様性の確保に努めてまいります。

(参考)考えられる未修者への配慮の例

・各法科大学院の求める学生像（アドミッション・ポリシー）に応じた特定

分野（理系学部等）からの入学者を選抜するための枠の設定

・法的な思考力・表現力等を適確に評価するための長時間の口述試験の実施

考えられる社会人への配慮の例

・入学者選抜の複数回実施

・就業者に配慮した入学者選抜の日時の工夫（試験の休日実施等）

・遠隔地の就業者に配慮した面接方法の工夫(Skypeによる面接の実施等）

・各法科大学院の養成したい法曹像に応じた、社会人経験の評価

（

(内線)■値通)■■■■■､ (携瀞)■■■■

屏砺詞

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘
（

2



更問1 法学未修者の法科大学院入学者が著しく減少

しているが、この原因をどう分析しているのか。

(答）

1 ．全体の法科大学院入学者数が最大となった平成18年度

の5，784人から、平成31年度には1，862人（約7割減）

に減少する中、非法学部出身者は、最大であった平成16

年度の1，988人から平成31年度の346人（約8割減）に

(したがって、未修者の減り幅の方が大減少しています
■■■■■■■■■■■

きい） 。
（

2法学未修者を含めて法科大学院志望者の激減を招いた

原因としては、

①法科大学院修了者全体の

低迷したこと、

②法曹資格取得までに時間までに時間

司法試験合格率が2～3割と

･経済的負担がかかること的

が、法曹を志望する上での大きな不安や迷いの一つと

されていること

などが挙げられると認識しています。
（

鵯
■■■■■

曰』わ‐

3 ．催

なっており、このことが法学未修者の法科大学院への入

学者減の原因を招いているものと認識しています。

(参考）募集継続校36校の累積合格率は全体で7割弱、既修者コースで8割弱である一方、未修

者コースで5割弱

灰貢涜~可

3



【担譽課長】高鞘韻専門鮪課長,,､幡測(内繍■値通)■■■■､ (淵■■■(‐

庫間記~可

（

4



更問2入学者の多様性の確保のための、配慮義務の

具体的な内容如何。

(答）

1 ．今回の改正等においては、 法科大学院入学者の多様性の

確保を一層促進するため、 入学 昔選抜の時期。 方法等につ
いて、未修者や 土会人に対する配慮 を規定することと

しているところです。

（
2具体的には、例えば、

・未修者への配慮としては、特定分野からの枠の設定

・社会人への配慮としては、試験の休日実施や社会人経

験の評価

等が考えられます。

(参考）考えられる未修者への配慮の例
・各法科大学院の求める学生像（アドミッション・ポリシー）に応じた特定

分野（理系学部等）からの入学者を選抜するための枠の設定

・法的な思考力・表現力等を適確に評価するための長時間の口述試験の実施

考えられる社会人への配慮の例

・入学者選抜の複数回実施

・就業者に配慮した入学者選抜の日時の工夫（試験の休日実施等）

・遠隔地の就業者に配慮した面接方法の工夫(Skypeによる面接の実施等）

・各法科大学院の養成したい法曹像に応じた、社会人経験の評価

（

【挫鯛高鞠鯛朝教識長,,､幡鯏(内線)■値通)■■■■■､ (携帯)■■■

匡闇扇~羽

5



更問3 3＋2を基本としてしまうと、より未修者の

入学希望者数は減少するのではないか。

(答）

1 ．法曹コースから法科大学院への接続を確保するため、

法曹コース修了予定者を対象とする選抜枠の設定を認め

る一方で、 法曹コース以外の学生や未修者・社会人の

も確保する必臺があることから、 当該選抜枠は 法科大
学院の入学定員の2分の1を上限ととすることとしてお

（
ります。

これにより、法学未修者を含め法曹コース以外出身者

に対する法科大学院への進学機会を確保することとして

います。

2また、今回の改正案においては、未修者等に対する入

学者選抜の配慮について しているほか、法改正と併

せた改革として、未修者教育等への支援を含むメリハリ

ある予算配分を継続することとしており、これらの取組

を通じて法科大学院における未修者からの入学者の確保

を推進してまいります。（

【挫細鯛鮪局専門教育雛小幡秘(内線)■値通)■■■､ (淵■■■■

6



厨頭府蓼署刀
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

新妻秀規氏（公明）

問1 学校教育法第102条第2項の改正案に規定する「準ず

るもの」とは具体的に何を指すのか。また、改正法の規定は法

科大学院以外の大学院への飛び入学にも適用可能だが、他の

大学院への飛び入学にも本規定を活用する予定はあるのか。

(答）

1 ．改正案における(｡ 得の状況に準ずるものとして文音｢単位の修
句
や

学大臣が定めるもの」としては、法科大学院既修者コースの入学

者選抜の一部として蚤法科大学院が実施する法律科目の試験であ

る、いわゆる既修者認定試験の結塁を想定しております。

蕊（
3．また、現存のところ、 既（

I■■■■■■■
妙

■。

0

た試験等は他の分野の大学院には存在しないことから、学校教育

法第102条第2項の改正規定については、当面、産科大学院への
飛び入学に限って活用する予定としております。

【挫諦】高翰弱専門鮪課長,,幡鯏(棚■値勘■■■■■､ (淵■■■■■

1



（参考）学校教育法改正案（抄）※下線部が改正箇所

第百二条 （略）

②前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところに

より、第八十三条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者

として文部科学大臣が定める者を含む｡）であって、当該大学院を置く大学の定める単位

を優秀な成績で修得したと認めるもの (当該単位の修得の状況及びこれに準ずるものと

して文部科学大臣が定めるものに基づき、これと同等以上の能力及び資質を有すると認

めるものを含む。 ）を、当該大学院に入学させることができる。

（

（

2



厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

新妻秀規氏（公明）

蕊調
参壱教置
LFローム

今回の可
十琶十錨

首]巽¥万の 。刑

芦･墾

王囚谷なの力､囮

(答）

1 ．未修者コースには、法学部出身者含む様々な学部出身
(→

■■■■ l■■■

、一つ
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■|■■■■■■

した多様な学生に対し、

･各大学の未修者教育の成果を共通的に把握する仕組み
がなかったこと

･個人の特性に応じた柔軟な学修メニューの提供やきめ

細かな学修支援が十分ではなかったこと

などが、課題として指摘されています。
(参考1）未修者コース入学者に占める法学課程以外出身者の割合

(‐

2こうした課題に対し、本年度から各法科大学院が共通し

て客観的に進級判定に活用する を宅通全'1達度確認試聴

本格実施するとともに、今後速やかに中央教育審議会法科

大学院等特別委員会において、実効性のある未修者教育の

改善方策について具体的に議論いただく予定です。

S.また、今回の改正案においては、入学者選抜の時期・

方法等について、社会人や法学未修者、早期卒業・飛び

入学により入学を志願する者に対する配盧義務を規定す

ることとしております。

灰買蒻~引
1

、
ｂ
■ 副不一

H16 H17 H18 ● ● (略） ● ● H29 H30 H31

49.1％ 41.6％ 36.7％ ● ● (略） ● ● 29.1％ 27.3％ 36.9％



4．具体的な配盧としては、例えば、

・社会人へは、試験の休日実施や社会人経験の評価

･未修者へは、特定分野からの枠の設定

・早期卒業や飛び入学による志願者へは、学修の状況に

応じた試験科目の設定

等が考えられます。

（参考2）考えられる社会人への配慮の例

・入学者選抜の複数回実施

・就業者に配慮した入学者選抜の日時の工夫（試験の休日実施等）

・遠隔地の就業者に配慮した面接方法の工夫(Skypeによる面接の実施等）

・各法科大学院の養成したい法曹像に応じた、社会人経験の評価

考えられる未修者への配慮の例

・各法科大学院の求める学生像（アドミッション・ポリシー）に応じた特定

分野（理系学部等）からの入学者を選抜するための枠の設定

・法的な思考力・表現力等を適確に評価するための長時間の口述試験の実施

考えられる早期卒業・飛び入学への配慮の例

・夏から秋にかけて実施される法科大学院入学者選抜の際には、法律科目の

試験を一部免除し、 3年次年度末時点で免除科目の既修者認定試験を実施

・既修者認定試験の代わりに学部段階の単位の修得状況（成績）を評価

（

5．文部科学省としましては、法科大学院入学者の多様性

Q壁医を一層促進するため、創意工夫ある法科大学院の
取組への支援を含むメリハリある予算配分を継続すると

ともに、未修者･;社会人の入学者割合や司法試験合格率（

といった数値目標を設定し、継続的に把握・検証を行

い、法科大学院教育の改善・充実をしっかり進めてまい

ります。

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■■、 （直通)■■■■■■､ (携帯)■■■■■■
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厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

新妻秀規氏（公明）

日廷α

努め届 今|ロI【

号1M

｡と考え念か、こ弓

足していくのか。 冒
巽検するための「洲号llC

の胃普禮 工とmF

の胃呰禮

（

(答）

1 ．聖互里産型本堂瞳里臺皇長上が相次ぐ中、法科大学院
が存在しない地域の大学が法科大学院と連携すること

は、地方における法科大学院への進学機会の確保の観点

から、必要性が高いと認識しています。

2現に今回の制度化を見据え、

ない地方大学においても、法皇法学

法科大学院を設置してい

部に法曹コースを設置す
／

ｒ
ｋ

る検討が進められており、文部科学省としては、法曹コ
ースの設置における留意点などをまとめたガイドライン

の策定等を通じて、地方大学と法科大学院の法曹養成連
携協定の締結を奨励してまいります。

S.また、地方大学の学生が法曹を目指せるルートを確保

するため、法科大学院における入学者選抜について、
｢地方専願枠」 として連携する地方大学から当該法科大

学院を専願する者を対象とする選抜枠を設定することを

認竺旦方向で検討しているところです。
※法案が成立した後、ガイドラインにおいて、専願枠の設定が可能な地方大学の定義（7大都市
圏以外に設置する大学）や遠隔地教育充実のためのICT教育の方策、協定書の記載事項が明確に
なるような雛形等を提示することを検討中。

阪實話可
1



4．文部科学省としては、今回の法改正と併せ、メリハリ

ある予算配分等を通じて、地方大学と法科大学院の優れ

た連 雷の取組を支援することによって、 地方における法

科大学院への進学機会の確保に努めてまいります。

利
旧
蝸
叩
銅
躯
叩
旧
旧
旧
旧
媚
銅
躯
蝸
日

－
２
２
２
２
２
２
０
０
０
０
０
０
２
０
３１

齢
函
唖
唖
唖
岨
唖
蠅
伽
岫
唖
唖
唖
川
唖
朋

膀
岬
岬
岬
畔
岬
岬
岬
岬
岬
岬
岬
畔
畔
岬
卿

、
ｊ
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
元

考
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
和

参
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
令

く の捌度化を見据え迄大学間協定（法科大学院一他大学法学部）の例
東北大学法科大学院・逝邉大学法学部※
中央大学法科大学院・1劃i大学経法学部※

神戸大学法科大学院・鹿児屋大学法文学部※
中央大学法科大学院・鹿児島大学法文学部※

神戸大学法科大学院･逝邉大学法学部※
中央大学法科大学院･逝鐙大学法学部※
神戸大学法科大学院･態杢大学法学部※

九州大学法科大学院・麗杢大学法学部※

早稲田大学法科大学院・麗杢大学法学部※
中央大学法科大学院・鰻杢大学法学部※

慶應義塾大学法科大学院・逝遇大学法学部※
早稲田大学法科大学院・逝邉大学法学部※
早稲田大学法科大学院・明治学院大学法学部

早稲田大学法科大学院・這幽大学経法学部※
中央大学法科大学院・西南学院大学法学部

（

謎_ﾕｰ且 ※うち協定先が地丈 13大

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■■、 （直通)■■■■■■、 （携帯)■■■■■■

(．

鈩
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厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

新妻秀規氏（公明）

（答）

1 ．グローバル化の更なる進展やビジネスモデルの転換等が

行われる中で、多様なバックグラウンドを有する者が法律

H苗

の胃苦罹

宝の雛如何『

（

に関係する分野でその知見を活かせるようなチャンス存

開くことは極めて重要であり、そのためには、議員ご指摘

のように社会人が働きながらでも法曹を目指すことがで
きる環境を整備していくことが重要であると考えていま
す。

2実際に、筑波大学や日本大学．

・夜間・土日のみの通学で法科；

・勤務時間終了後に通学しやすし

大学院を開設し、

、筑波大学や日本大学では、

土日のみの通学で法科大学院修了が可能であり、
（

､文京区や千代田区に法
今
◇

･タブレット等の機器を用いて、 出張先からでも一定程度

授業の受講を可能とするとともに、
･欠席時の授業を視聴できるように授業の録画配信を実施
するなど、

ます。
（参考）

社会人が学びやすし ､環境の整備I二取り組んでい

平成31年度に入学者を受け入れた法科大学院において夜間・士日のみで修了できる

法科大学院は、 4大学（筑波、琉球、 日大、甲南）

阪實扇~可1

1



3． 文部科学省としては、引き続き、メリハリある予算配分

等を通じて、 ICTを積極的に活用した教育の充実など社会
■■■■■■■■■■■■■

人が学びやすい環境整備に取り組む大学を支援 してまい

ります。

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■、 （直通)■■■■■■、 （携帯)■■■■■■

（

(‐

2



厨天国
令和元年6月18日（火）参・文教科学委員会

新妻秀規氏（公明）

(答）

1 ．議員ご指摘のとおり、法曹志望者を増加させるためには、

社会で活躍する法曹の姿や仕事の魅力を広く社会に発信

(〃

することが必要です。

また、法曹になるために、そのプロセスとしての法科大

学院の必要性についても理解してもらうことが重要であ

ると考えます。

2そのため、文部科学省においては社会で活躍する法科大

学院修了生や採用者の声を広報用パンフレットにまとめ

情報発信をしています。

また、平成26年度から法科大学院協会が主催し、法曹
を目指す学生等を対象に毎年複数の地域で法科大学院の

魅力や法曹の声を直接聞くことのできる説明会を開催し
ています。
（参考1）

法科大学院協会説明会実績は、平成26年度から平成30年度までの5年間で50会
場に約2,600人が参加。

（

3． こうした取組などもあり、本年度の法科大学院志願者

数は少し回復したところでありますが、なお制度創設当
初と比べ激減している状況に変わりはなく、より一層の

ロ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

努力が必要と認識しています。
(参考2）法科大学院志願者数の推移

1

H16 H17 H18 ● ● (略） ● ● H29 H30 H31

72,800 41，756 40，341 ● ● (略） ● ● 8,160 8,058 9，117

ソ
、〔頁あり



4．特に今回の改革では、法学部在学中から法科大学院に進

学して法曹を目指す法曹コースを制度ｲ里することになる
ことから､高校生に周麺していくことは､より重要であり、
法科大学院協会や各法科大学院とも協力した周知・広報に

努力してまいります。

5．社会人も含めて一人でも多くの有為な人材が法科大学院

での充実した学びを経て、社会で活躍できるよう、今回の

改革の実現に万全を期L､法科大学院教育の改善・充実を
しっかり進めてまいります。

（

(参考）平成31年04月24日衆・文部科学委員会議事録（抄）
柴山大臣 （前略）私は司法制度改革を、要するに、議員になりたてのころ、真剣に心
血注いでやってきたつもりであります。その当時においては、結局、物事を解決する
のに、弱い者は泣き寝入りをする、何か、政治家とかあるいは反社会的勢力はもめご
とのトラブルシューターをやっている、そういったことで、結局、日本全国津々浦々
にきちんと法律とそれから適正手続によって物事を解決する仕組みが行き渡ってい
ない、これを何とかして解決するためには、やはりあまねく、過疎地も含めて、法曹
資格を持っている者がこれからどんどんどんどん必要になってくるだろう、また事件
数もやはりふえてくるだろう、そういう見通しだったんです。

ところが、おっしゃるように、なかなかそういった社会になっていかなかった。た
だ、それは今おっしゃるように、では、事前規制型から事後規制に移るのが本当によ
い社会のプロセスだったかというと、確かにおっしゃるとおり、今の先進国、アメリ
カなどの状況を見ていると、それが一○○％よかったとは思いません。ですので、見
違いがあったということは、御指摘のとおり、事実であります。

（ 今の 不T lこ， 君日l lf

【担当課長】高等教育局専門教育課長小幡泰弘(内線)■、 （直通)■■■■■■、 （携帯)■■■■■■
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